
指定構造計算適合性判定機関票 
この標識は、指定構造計算適合性判定機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示しています。 

指 定 の 番 号 山形県知事 指令建 第１２号 

指定の有効期間 令 和 5 年 2 月 1 3 日から令 和 1 0 年 2 月 1 2 日まで 

機 関 の 名 称 株式会社 山形県建築サポートセンター 

主たる事務所の住所 

本     社 山形市城北町一丁目 12番 26号 

電話番号 023(645)6600 

（構造適判室） 電話番号 023(679)3388 

代 表 者 氏 名 代表取締役 寺山 実 

業 務 区 域 山形県内全域 

委任都道府県知事 山形県知事 

取 り 扱 う 建 築 物 

次の各号のいずれにも該当しない建築物 

①建築物の延べ面積が 10,000㎡を超えるもの 

②建築物の高さが 31ｍを超えるもの 

③限界耐力計算法によるもの 

④その他特別な構造計算方法により計算したもの 

 であると当センターが判断したもの 
 


